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【研究の目的】 
 日本では、ドイツ法との比較法研究は広範かつ深く行われている。これに対して、ドイツ語圏の他の
諸国についての研究は必ずしも十分に行われているとは言えない。本研究では、同じくドイツ語圏とは
いいながら、ドイツ法とは異なる多くの要素をもつオーストリア法について、公法・私法の枠組を超え
て総合的に研究することにより同国法の情報を広く収集するとともに、ドイツ法等も視野に入れた日本
法との比較法研究を行う。 
 
【研究活動及び成果】 

例年通り、オーストリア法に関する文献資料の収集を行った。また、ウィーン大学家族研究所が開始
したオンラインでの講演会に試行的に参加した（Kindsein in Österreich ：Eine Reflexion des Status 
quo,25.11.2021）。 
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